レーザー治療に関する説明文書（あざ、しみ）

1．レーザー治療とは
レーザー光線を用いて、皮膚の中にあるあざ、しみの原因となる過剰なメラニンを標的とし、変性させ、病変部を改善させる治療法です。

2．適応
あざ、しみの中でも有効である疾患、有効でない疾患、また保険適応になる疾患とならない疾患があります。
保険適応疾患：太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑
保険適応でないが有効性の高い疾患（自費費用になります）：日光黒子/老人性色素斑、雀卵斑

3．疾患別の治療目的、治療成績など
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………（略）……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4．治療方法、治療の実際
治療前の注意点について
• 日焼けをした状態では熱傷を生じるリスクが高くなるため、照射することができません。
• 日焼けをしないようSPF30以上の日焼け止めの使用や、長袖・長ズボン等の着用で日焼けを予防してください。
• 日焼けをしてしまった場合には、日焼けが落ち着いてからの照射となります。
• 照射部位に日焼け止めや化粧品（クリーム・化粧水含む）が残っていると、レーザーが成分に反応して熱傷を起こす可能性があります。照射前には必ず落としてください。
• サンオイルを使用している場合は、1 ～ 2週間前より使用を控えてください。
• 時計・アクセサリー等の貴金属類は事前に外していただきます。

治療の実際
• 治療前に照射部位を冷やす、または局所麻酔を注射します。
• レーザーを照射中は輪ゴムではじかれる程度の軽い痛みがあります。

5．照射後の注意
治療後に起こりうる変化・副作用について
• 照射部位は軽いやけどの状態になります。照射後白色化現象を起こす場合、あるいは起こさず赤く変化する場合があります。施術者により、術後に軟膏外用とガーゼ保護いたします。同じ方法で1週間、自宅で継続していただきます。
• 治療した日の夜や翌日以降に水ぶくれやかさぶたができることがありますので、その場合も軟膏を1週間外用してください。
• 照射後数日でかさぶたができます。熱変性した表皮が付着したものですが、皮膚が再生する間の保護の役目をしていますので、こすったり、無理に剥がすのは避けてください。ガーゼの交換時も無理に剥がさないようにしてください。
•痂皮が剥がれた後は、照射部位がピンク色になります。この時期に紫外線をあびると色素沈着を起こしますので、遮光（日に焼かない）を十分に心がけてください。以降、遮光、こすらない、保湿の3点をしっかり守ってください。
•レーザー照射の回数は疾患によって異なりますが、老人性色素斑の場合、１～２回の照射で改善します。太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性刺青の場合は複数回の照射が必要です。

6．副作用・合併症について
合併症として頻度の高いもの
• 照射後白色化現象、発赤・腫脹、小びらん、痂皮、炎症後色素沈着
• 保護テープによるかぶれ
合併症として頻度の低いもの
• 術後疼痛、水疱、びらん、脱色素斑（多回数の場合）

7．他の治療方法について
一般的な色素斑については、フォトフェイシャル療法、美白剤外用などがあります。
疾患や施設の設備状況により治療方法は異なります。
• フォトフェイシャル療法：発赤・腫脹、小びらん（頻度は不明）
• 美白剤外用：接触皮膚炎（頻度は不明）

8．承諾書の撤回について
承諾書の提出後でも、治療開始まで撤回することができます。

9．その他
治療について質問がある時、治療中に異常を感じた時はご連絡ください。
何か不明な点がありましたら、適宜お尋ねください。
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